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第１章 計画策定の基本的事項 

地球は今、マイクロプラスチックを含む海洋ごみ問題をはじめ、様々な環境問題を抱える
一方、人の活動の多様化に伴い、環境の劣化がグローバル化しつつあります。 

このような中にあって、平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで SDGs「Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）」※１ が採択され、国連に加盟する我が国では、
SDGs を達成するための取り組みを踏まえ、平成 30（2018）年に環境基本計画、循環型社会
形成推進基本計画※２が改定されています。 

私達が現在の生活を維持しつつ、恵まれた環境を継承していくためには、社会経済システ
ムの中に環境への配慮を組み入れる必要があります。 

上島町（以下「本町」という。）では、現在、人口が減少するとともに高齢化が進んでいま
す。人口の減少は環境負荷の減少要因となりますが、一方では、健全な社会経済活動と環境
保全の担い手が不足していくことを示すものです。 

私たちは、持続可能な社会を構築するに当たって、今まで生産や消費を拡大させ、エネル
ギー資源や物質資源の消費、廃棄物の廃棄を行ってきましたが、資源は無尽蔵ではなく、有
限であることに気付いたところです。これからは、環境が地球規模から身近な地域まで保全
されるとともに、町民生活の中で環境への配慮がなされ、恵まれた環境を次の世代に継承す
ることができる社会の構築を目指すことが求められています。このため、従来の大量生産、
大量消費、大量廃棄型の社会経済システムを見直し、持続可能な循環型社会の形成を目指す
必要があります。 

上島町ごみ処理基本計画（以下「本計画」という。）では、健全な社会経済システムを持続
しつつ、廃棄物の排出抑制（リフューズ若しくはリデュース）を図るとともに、使用済み製品
や部品等については再使用（リユース）を行う方策を、さらに、再使用できない廃棄物にあっ
ては再生利用（マテリアルリサイクル）の方策を提示するものです。 

 

 
図 1－1 ３R の推進  
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※1：ＳＤＧｓ「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」 
SDGs は、17 の大きな目標と、それらを達成するための具体的な 169 のターゲットで構成

されています。 

 
出典：国際連合広報センター 

図 1－2 SDGs：世界を変えるための 17 の目標 
 

※２：第四次循環型社会形成推進基本計画 
第四次循環型社会形成推進基本計画の概要は、以下のとおりです。 

 
図 1－3 第四次循環型社会形成推進基本計画の概要  

 第四次循環基本計画の構成

持続可能な社会づくりとの統合的取組
（環境的側面、経済的側面、社会的側面を統合的に向上）

適正処理の
更なる推進と
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 第四次循環基本計画の指標と目標値
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７つの柱ごとに将来像、
取組、指標を設定

循環型社会の全体像に関する指標 循環型社会形成に向けた取組の進展に関する指標（抜粋）

■資源生産性

■入口側の循環利用率

■出口側の循環利用率

■最終処分量

約49万円/トン

　約18％

　約47％

約13百万トン

　 家庭系食品ロス量 2030年度：2000年度の半減
　 1人1日当たりごみ排出量 2025年度：約850ｇ/人・日
　 同上　家庭系ごみ排出量 2025年度：約440ｇ/人・日
　 事業系ごみ排出量 2025年度：約1,100万トン
　 最終処分場の残余年数 2022年度：20年分を維持

2025年度
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１．計画の位置づけ 

本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という）第６条第１
項の規定により、市町村で策定が義務付けられる長期計画で、国の法律・計画、県の計画及び
本町の総合計画と整合を図っています。 

 

 
 
 

図 1－4 本計画の位置付け  
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２．計画期間 

本計画は、既定計画（平成 28（2016）年 3 月策定）の見直しであることから、基準年度を
令和元（2019）年度、計画目標年度を令和 11（2029）年度とする 9 ヵ年計画とします。 

また、同時に策定する循環型社会形成推進地域計画の目標年度となる令和 8（2026）年度
の数値目標を示すものとします。 

 

 
 

図 1－5 計画目標年度 
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本計画の対象廃棄物は、図 1－6 に示す一般廃棄物（ごみ・生活排水）とします。 
なお、ごみのうち、本町による処理・処分が困難であるものは処理対象外とし、これらの扱

いは、表 1－1 に示すとおりです。 
 

 
＊放射性廃棄物について 

国においては、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放
射性物質への対応から、平成 23（2011）年 8 月に「平成 23（2011）年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋
沖地震に伴う原子力発電所の事故より放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」
（平成 23（2011）年法律第 110 号）を公布した。当該廃棄物についてはこの法律によるものとします。 

図 1－6 計画対象廃棄物 
 

表 1－1 計画対象外廃棄物 
区 分 処理・処分先 

家電リサイクル法 
対象品目 

ブラウン管式テレビ・薄型テレビ(液晶テレビ･プラズマテレビ)、洗濯機・
衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン（室外機を含む。）については、購
入店または買替えする店で引き取ってもらってください。 
上記の取扱ができない場合のみ、町で取扱います。 
別途、収集運搬手数料が必要です。（直接搬入 2,800 円） 

パソコン パソコンは、各メーカーが自主回収しています。 
メーカーの受付窓口に申込みください。 

その他本町が 
指定する 
処理困難物 

以下のごみは、本町で取り扱いません。販売店に引き取ってもらうか、専門
の処理業者へ処理を依頼してください。 
・ 産業廃棄物（建築廃材等）、漁網、農業用廃ビニール、バイク、農薬、
劇毒物、消火器、ガスボンベ（業務用）、バッテリー、ピアノ、タイヤ、廃
油（ガソリン、灯油等）、ＦＲＰ製品、船外機、その他危険物など 

特別管理一般廃棄物　（本町のごみ処理過程で発生するものを除く）
(ＰＣＢ使用部品、埋立基準を超える焼却灰及び汚泥、集じん灰、感染性廃棄物)

液状のもの（生活排水）

固形状のもの（ごみ）

産業廃棄物（事業活動に伴い生じるごみのうち、法令で定める20種類のごみ）

一般ごみ（家庭系ごみ、事業系ごみ）
（災害ごみを含む）

一般廃棄物 （産業廃棄物以外のごみ）

生活雑排水（風呂や台所からの排水）

し尿（汲み取りし尿）及び浄化槽汚泥

本計画における対象廃棄物

廃棄物〔占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったもの〕
　　　* 放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。
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第２章 上島町の特性 

１．位置と地勢 

本町は、愛媛県の北東部、広島県境に位置し、瀬戸内海のほぼ中央に浮かぶ大小 25 の島で
構成されています。町域は瀬戸内海国立公園の中にあり、風光明媚な瀬戸の景勝拠点地です。 

総面積は、30.38 平方キロメートル（令和元（2019）年 10 月 1 日現在）となっています。 
地勢は、標高 300ｍ以上の山もある傾斜地がほとんどで、平坦部は少なく、町内の河川はい

ずれも準用河川もしくは普通河川となっています。 
 

 
図 2－1 上島町の位置 
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２．気候 

本町の気候は、瀬戸内海特有の温暖な多照寡雨で、冬期にもほとんど積雪はありません。
過去 5 年間の平均気温は 15.3℃、令和元（2011）年では最高気温が 8 月の 36.1℃、最低気温
が 1 月の－2.1℃です。また、過去 5 年間の年間降水量は 940 ㎜～1,765 ㎜、令和元（2019）
年の月間最大降水量は 7 月の 182 ㎜です。 

 

図 2－2 気象の概要  

 

 
資料：気象庁 HP（大三島アメダス） 
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平成29(2017)年 36.5 -3.4 14.9 113.5 1239.0
平成30(2018)年 36.3 -6.2 15.2 207.0 1565.5
令和元(2019)年 36.1 -2.1 15.6 46.0 940.0

１月 12.9 -2.1 5.8 18.0 26.5
２月 15.2 -1.9 6.2 13.5 47.5
３月 20.4 -1.6 9.1 25.0 97.0
４月 27.9 -0.8 12.9 23.0 77.5
５月 30.4 5.3 17.7 19.5 23.5
６月 30.6 12.5 21.3 46.0 104.5
７月 33.2 18.6 24.3 45.0 182.0
８月 36.1 18.6 26.4 31.5 146.5
９月 34.2 14.2 24.4 21.0 58.0
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１．人口及び世帯数 

国勢調査（10 月１日時点）によると、本町の人口は、過去 20 年間減少傾向で推移してい
ます。平成 27（2015）年度の総人口は 7,135 人であり、平成 7 年度と比較して約 2 千 2 百人
減少しています。世帯数についても、平成 27（2015）年度で 3,386 世帯となっており、過去
20 年間減少傾向で推移しています。１世帯あたり人口も概ね同様に推移し、平成 22（2010）
年以降は 2.11 人で横ばいとなっていますが、核家族化の進行がうかがえます。 

 

 
資料：国勢調査 

図 2－3 人口及び世帯数 
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２．年齢別人口 

本町における年齢別人口の推移及び構成を、表 2－1 及び図 2－4 に示します。 
65 歳以上の人口比率は増加し、平成 27（2015）年度では町全体で 44.4％となっており、

全国平均を 17 ポイント以上、愛媛県平均を 13 ポイント以上と大きく上回っています。 
 

表 2－1 年齢区分別人口の推移 

 
 

 
図 2－4 年齢別人口 

単位：人

愛媛県 全国

H17 H22 H27 H27 H27

694 599 545 168,429 15,886,810

構成比 8.6% 8.2% 8.0% 12.5% 12.6%

4,629 3,830 3,240 766,333 76,288,736

構成比 57.2% 52.4% 47.6% 56.7% 60.7%

2,775 2,881 3,026 416,284 33,465,441

構成比 34.3% 39.4% 44.4% 30.8% 26.6%

8,098 7,310 6,811 1,351,046 125,640,987
資料：国勢調査（平成27年 町、県及び国の不詳者は除く）
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３．産業 

本町全体の事業所数及び従業者数は、図 2－5 に示すとおり平成 28（2016）年で 331 事業
所及び 2,034 人です。 

事業所数は卸売業、小売業が最も多く、従業者数は製造業が最も多くなっています。 
 

事業所割合                   就業者割合 
 

  
 

 
資料：平成 28（2016）年「経済センサス活動調査」総務省統計局 

図 2－5 産業分類別事業所数・就業者数  
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6.04%

複合サービス事業

3.32%

サービス業（他に分類され

ないもの）

9.67%

第1次産業

第2次産業

第3次産業

農業、林業

0.10%

漁業

1.77%

建設業

11.41%

製造業

31.22%

電気・ガス・

熱供給・水道業

0.59%

情報通信業

0.05%
運輸業，郵便業

3.69%

卸売・小売業

12.39%

金融・保険業

0.79%
不動産業，物品賃貸業

1.18%

学術研究，

専門・技術サービス業

1.62%

宿泊業，飲食サービス業

7.96%

生活関連サービス業，娯楽業

2.51%

教育，学習支援業

7.77%

医療，福祉

8.65%

複合サービス事業

2.85%

サービス業（他に分類され

ないもの）

5.46%

第1次産業

第2次産業

第3次産業

事業所数（所） 就業者数（人）
第1次産業 4 38

農業、林業 1 2
漁業 3 36

第2次産業 88 867
鉱業，採石業､砂利採取業 ― ―
建設業 41 232
製造業 47 635

第3次産業 239 1,129
電気・ガス・熱供給・水道業 1 12
情報通信業 1 1
運輸業，郵便業 17 75
卸売・小売業 74 252
金融・保険業 1 16
不動産業，物品賃貸業 5 24
学術研究，専門・技術サービス業 10 33
宿泊業，飲食サービス業 27 162
生活関連サービス業，娯楽業 24 51
教育，学習支援業 16 158
医療，福祉 20 176
複合サービス事業 11 58
サービス業（他に分類されないもの） 32 111

331 2,034合計

産業分類
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４．観光 

本町は、国の重要文化財に指定されている亀居八幡神社や祥雲寺、海水浴場やキャンプ場
など豊かな観光資源を有しています。また、岩城島の積善山や弓削島の久司山の展望台から
は、360 度を海に囲まれた、“島”ならではの景色を堪能することができます。 

 
表 2－2 主要観光施設利用者数 

 
資料：平成 30（2018）年「観光客数とその消費額」愛媛県 

 
表 2－3 交通機関別入込客数（旅客フェリー） 

 
資料：平成 30（2018）年「観光客数とその消費額」愛媛県 

 
本町は、平成 28（2016）年 3 月に策定した「上島町第 2 次総合計画 基本計画」を具現化

するための個別計画として、平成 29（2017）年 3 月に「上島町観光振興計画」を策定し、様々
な観光振興施策を展開しています。 

 

 

図 2－6 上島町の観光振興における基本的な考え方  

単位 Ｈ29年 Ｈ30年 前年度比
積善山 人 20,420 19,820 97.1%
サウンド波間田 人 1,232 1,105 89.7%
海水温浴施設潮湯 人 16,653 14,043 84.3%
インランド・シーリゾート・フェスパ 人 64,586 39,250 60.8%
亀居八幡神社 人 958 986 102.9%

主要観光施設名

航路名 単位 Ｈ29年 Ｈ30年 前年度比
土生→生名 人 730 595 81.5%
土生→弓削 人 7,897 7,310 92.6%
土生→岩城 人 2,385 1,993 83.6%
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１．上水道 

本町の上水道による給水人口は平成 30（2018）年度で 6,107 人、簡易水道を含むと給水人
口は 6,268 人となっています。また、平成 30（2018）年度の水道普及率は 90.8％となってい
ます。 

表 2－4 水道普及率 

 
資料：経営比較分析表（上島町） 

 

２．汚水処理人口 

本町の汚水処理人口は、令和元（2019）年度末で 6,613 人、汚水処理人口普及率は 99.7％
となっています。 

表 2－5 汚水処理人口普及率 

 
資料：県内市町汚水処理人口普及率（愛媛県オープンデータカタログ） 

 
  

単位 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

人 7,377 7,319 7,221 7,077 6,903

人 6,847 6,785 6,679 6,402 6,268

上水道 人 6,637 6,588 6,496 6,231 6,107

簡易水道 人 210 197 183 171 161

% 92.8 92.7 92.5 90.5 90.8

行政区域内人口

水道普及率

区分

給水人口

単位 H27 H28 H29 H30 R1

住民基本台帳登録人口 人 7,217 7,078 6,965 6,814 6,630

汚水処理人口合計 人 7,217 7,058 6,943 6,794 6,613

公共下水道 人 5,499 5,342 5,276 5,177 5,016

農業集落排水施設 人 1,107 1,126 1,119 1,088 1,072

ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ人口 人 197 184 171 161 151

合併浄化槽人口 人 414 406 377 368 374

汚水処理人口普及率 ％ 100 99.7 99.7 99.7 99.7

区分
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３．交通 

本町は、離島という地理的条件から、町内の 3 島（弓削島、生名島、佐島）以外への交通
手段は、船舶による交通手段に頼っています。 

現在、今治港と因島土生港とを結ぶ快速船が岩城島、佐島、弓削島、生名島に寄航し、三原
港と因島とを結ぶ快速船が生名島に寄航、さらに弓削島、生名島、岩城島と因島、生口島をそ
れぞれ結ぶフェリーや、魚島、弓削島、因島を結ぶ快速船が就航しています。 

 
出典:「瀨戸内かみじまトリップ」ホームページ（上島町商工観光課・上島町観光協会） 

図 2－7 上島町へのアクセス 
 
陸上交通は、離島間を繋ぐ道路網として、平成 8（1996）年 3 月には弓削島と佐島を結ぶ

弓削大橋が、平成 23（2011）年 2 月には佐島と生名島を結ぶ生名橋が開通しており、令和 3
（2021）年度には、生名島と岩城島を結ぶ岩城橋が開通予定となっています。 

 
出典:広報かみじま（平成 29（2017）年 9 月、上島町） 

図 2－8 上島架橋の概要 
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陸上交通機関としては、弓削島と佐島・生名島間は町有バスが、また岩城島において福祉
バスが運行されています。 

県道においては弓削地区で自動車の通行が不能なほど幅員の狭い箇所もあるため、東予地
方局建設部今治支局土木事務所に整備を促進するよう要請していくとともに、町道において
も計画的に整備を推進しています。 

 
表 2－6 道路整備の状況 

 
資料：「上島町地域防災計画」平成 30（2018）年 5 月改定 

  

路線数 改良済延長率 舗装済延長率
2 17,258 m 12,752 m 73.9% 17,258 m 100.0%

一　級 2 4,060 m 2,935 m 72.3% 4,060 m 100.0%
二　級 4 2,871 m 1,535 m 53.5% 2,641 m 92.0%
その他 111 23,285 m 4,347 m 18.7% 22,339 m 95.9%

1 4,454 m 4,338 m 97.4% 4,454 m 100.0%
一　級 3 6,598 m 5,239 m 79.4% 6,598 m 100.0%
二　級 2 2,829 m 2,750 m 97.2% 2,829 m 100.0%
その他 102 21,319 m 5,131 m 24.1% 19,139 m 89.8%

1 10,808 m 9,658 m 89.4% 10,808 m 100.0%
一　級 2 2,363 m 1,745 m 73.8% 2,209 m 93.5%
二　級 3 3,781 m 2,804 m 74.2% 3,770 m 99.7%
その他 117 30,699 m 9,096 m 29.6% 28,464 m 92.7%

0 ―― ――
一　級 1 1,358 m 766 m 56.4% 1,356 m 99.9%
二　級 4 3,516 m 1,815 m 51.6% 3,516 m 100.0%
その他 41 7,143 m 148 m 2.1% 7,036 m 98.5%

区　　分

弓
削
地
区

県　　　道

町
　
道

生
名
地
区

県　　　道

町
　
道

岩
城
地
区

県　　　道

町
　
道

魚
島
地
区

県　　　道

町
　
道

実 延 長 改良済延長 舗装済延長

――――――
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上島町第 2 次総合計画は、平成 28（2016）年 3 月に策定しました。当計画は、本町の最上
位計画にあたります。この計画に基づき、健康福祉・教育・産業・生活基盤・財政運営など各
分野の計画を策定し、具体的に実施していきます。 

 

 
図 2－9 上島町第 2 次総合計画の概要 

まちづくりの理念

基本構想　上島町の将来の姿と地域・行政の運営方針を示す

基本計画

町の未来像

世界の誇れる品格あるふるさと

～上島流の豊かさ・幸福のある暮らし～

まちの将来目標人口：令和７年度（2025）年度　6,100人

島人による上島ならではのまちづくり
～住人自らによる、産業・歴史・文化・自然を活かしたまちづくり～

　　　　　　　　　　　　　①基幹産業を育て雇用の創出に取り組む
　　　　　　　　　　　　　②人を呼び込み新しい人の流れをつくる
　　　　　　　　　　　　　③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　　　　　　　　　　　　　④元気島でいつまでも暮らせる

重点プロジェクト

基本構想を実現するため部門別に施策・事業の方向を示す

１．交流の輪を広げる島人 4．心身ともに健やかに暮らす島人

５．安心して快適に暮らし続けられる島人２．地域産業を育てる次代につなぐ島人

３．学び育む島人 ６．認めあい助けあい共に創る島人

地域活性分野

産業雇用分野

教育分野

健康福祉分野

生活基盤分野

まちづくり分野
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第３章 ごみ処理基本計画 

１．ごみの分別区分 

本町では、一般廃棄物（ごみ）を「燃やせるごみ」、「不燃ごみ」、「資源ごみ」、「粗大
ごみ」の 4 種に大別し、不燃ごみを「ビン類」、「ガラス類」、「陶器類」の 3 種類、資源
ごみを「缶類」、「小物金属類」、「有害ごみ」、「古紙類」の 4 種類に区分、さらに古紙類
を「新聞」、「ダンボール」、「雑誌」の 3 種類に細別する、4 種 11 分別での分別排出をお
願いしています。 

また、本町で受け入れないごみの分別区分として、家電リサイクル対象製品や産業廃棄物
等を別途定めています。 

 
表 3－1 ごみの分別区分（令和元（2019）年度） 

分別区分 内容例 備考 

燃やせるごみ 
台所ごみ、衣類、プラスチック類、食用油、皮製品、庭木
等の剪定柄、発泡スチロール、木くず、ダンボール、その
他 

 

不燃ごみ 
（ビン類・ガラス類・陶器類） 

飲料類、食品類、化粧品類の空き瓶、せともの、茶碗、花
瓶、割れたビン、板ガラス、ガラス食器、鏡、電球、蛍光
管等 

 

資源ごみ 

缶類 ジュース缶、ビール缶、スプレー缶、菓子缶、調味料缶等 

素材別に排出側
で分別 

小物金属類 鍋、やかん、包丁、金ざる、ハサミ、釘、針金、一斗缶、
栓抜き等 

有害ごみ 乾電池、ライター、温度計、水銀体温計、カッターの刃、
カミソリ、針 

古紙類 新聞紙、ダンボール類、雑誌類、広告類、空き箱、厚紙 

粗大ごみ 可燃系粗大ごみ（タンス、木製家具、フトン等） 
不燃系粗大ごみ（電化製品、自転車、ガスコンロ等） 

 

家電リサイクル対象製品 冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機 業務用を除く 

町で収集・処理できないもの 

産業廃棄物（建築廃材等）、漁網、農業用廃ビニール、バ
イク、農薬、劇毒物、消火器、ガスボンベ、バッテリー、
ピアノ、タイヤ、廃油（ガソリン・灯油等）、FRP 製
品、船外機、パソコン、その他危険物 
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２．排出及び収集方法 

本町で排出される家庭系ごみは、各家庭に配布する「家庭ごみの正しい出し方」に示した
方法及び頻度で収集しています。 

可燃ごみは、本町指定袋に入れたもの拠点回収により収集しています。不燃ごみ及び資源
ごみは、各拠点においてルールを設定（個人が所有する一斗缶やバケツ等の使用、地区で管
理するキャリー等を用いた方法、古紙類はヒモで縛る等）して分別排出いただき、これらを
拠点回収により収集しています。粗大ごみは、町が指定するシールを貼り付ける方法により
拠点回収で収集しています。なお、粗大ごみは、直接搬入により料金を半額にする制度が設
けられています。 

また、一時的に大量に排出が必要となった場合には、上島クリーンセンター、岩城クリー
ンセンター又は魚島クリーンセンターへ、直接搬入ごみとして搬入ができるようになってい
ます。 

 

３．ごみ処理の流れ（令和 2（2020）年度まで） 

本町の弓削地区・岩城地区・生名地区より排出された、燃やせるごみや可燃性の粗大ごみ
は「上島クリーンセンター」でそれぞれ焼却処理し、不燃ごみ、不燃性の粗大ごみや資源ごみ
は、「岩城クリーンセンター」で中間処理を行うことで、本町で排出された一般廃棄物の適正
処理ならびに資源化を行っています（図 3－1 参照）。なお、魚島地区については、収集ある
いは直接搬入された各種ごみを、一旦「魚島クリーンセンター」にそれぞれ集積・保管した上
で、可燃系のごみは「上島クリーンセンター」へ、不燃系ごみ並びに資源系ごみは、「岩城ク
リーンセンター」へそれぞれ運搬し、他地区の各種ごみと合わせて処理・処分しています（図
3－2 参照）。 

上島クリーンセンターで焼却処理後に発生する焼却残渣（焼却灰・飛灰）は、（一財）愛媛
県廃棄物処理センター並びに民間業者へ処理委託しています。資源ごみとして排出された金
属類や古紙類は、「岩城クリーンセンター」で選別・圧縮され、資源化事業者へ引き渡してい
ます。不燃ごみは、「岩城クリーンセンター」で一定の大きさに破砕（減容化）されたのち、
金属類を選別して資源化、金属類を選別した後に残る不燃残渣は、町内の最終処分場におい
て埋め立て処分しています。不燃性の粗大ごみは民間業者へ処理委託しています。 

 

４．ごみ処理の流れ（令和 3（2021）年度から） 

「上島クリーンセンター」で焼却処理後に発生した焼却残渣、ならびに「岩城クリーンセ
ンター」で金属類を選別した後に残る不燃残渣は、令和 3（2020）年 4 月に供用開始する「上
島町佐島一般廃棄物最終処分場」において埋立処分を開始します。（図 3－3 及び図 3－4 参
照）  
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図 3－1 令和 2（2020）年度までのごみ処理の流れ（弓削地区・岩城地区・生名地区） 

 

 
図 3－2 令和 2（2020）年度までのごみ処理の流れ（魚島地区） 
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選別・破砕

その他

上島町
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選別・破砕
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可燃系粗大ごみ
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収集

直接搬入
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図 3－3 令和３（2021）年度からのごみ処理の流れ（弓削地区・岩城地区・生名地区） 

 

 
図 3－4 令和３（2021）年度からのごみ処理の流れ（魚島地区）  
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５．ごみ処理施設 

（１）中間処理施設（ごみ焼却施設） 
上島町のごみ焼却施設である、上島クリーンセンターの概要は、次のとおりです。 

 
表 3－2 上島クリーンセンター（ごみ焼却施設）の概要 
施設名 上島クリーンセンター 
施設所管 上島町 
所在地 愛媛県越智郡上島町弓削大谷 88 
竣工 平成 20（2008）年 3 月 
処理方式 機械化バッチ炉（ストーカー式） 
処理能力 9 トン／日（9 トン／8 時間×1 炉） 
処理対象物 燃えるごみ、可燃残渣、可燃系粗大ごみ 
運営体制 一部委託 

 
 

 
資料：上島クリーンセンターパンフレット 

図 3－5 上島クリーンセンター（ごみ焼却施設）の外観 
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（２）中間処理施設（資源化施設） 
岩城クリーンセンターの概要は、次のとおりです。 

 
表 3－3 岩城クリーンセンター（資源化施設）の概要 

施設名 岩城クリーンセンター 
施設所管 上島町 
所在地 愛媛県越智郡岩城 4071－1 
竣工 平成 6（1994）年 12 月 
処理方式 焼却（休止）、手選別、破砕、磁選別、圧縮 
処理能力 5 トン／日（資源化施設、1 日 5 時間運転） 

処理対象物 不燃ごみ（ビン類、ガラス類、陶器類）、資源ごみ（缶類、小
型金属類、有害ごみ、古紙類）、不燃系粗大ごみ 

運営体制 委託 
 
 

  
資料：岩城クリーンセンターパンフレット 

図 3－6 岩城クリーンセンター（資源化施設）の外観 
 

（３）中間処理施設（一時保管施設等） 
上島町魚島地区より排出される各種ごみを一時的に保管する、魚島クリーンセンターの

概要は、次のとおりです。 
 

表 3－4 魚島クリーンセンター（一時保管施設）の概要 
施設名 魚島クリーンセンター 
施設所管 上島町 
所在地 愛媛県越智郡上島町魚島 
竣工 平成 14（2002）年 4 月 
処理方式 焼却（休止）、保管 
運営体制 委託 
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（４）最終処分場 
上島町の最終処分場の概要を、以下の表 3－5～表 3－6 に示します。 
平成 30（2018）年度より令和 3（2021）年度にかけて、新たな最終処分場「上島町佐島

一般廃棄物最終処分場」を建設し、令和 3（2020）年 4 月より供用開始します。このこと
に伴い「佐島不燃物処理地」ならびに「先田名後最終処分場」の 2 施設について、埋立を
終了します。 

 
表 3－5 最終処分場（既存）の概要 

施設名 佐島不燃物処理地 
施設所管 上島町 
所在地 越智郡上島町弓削佐島 1430 番地 1 
供用開始 昭和 59（1984）年 4 月 
埋立面積及び埋立容量 1,100 m2 、5,000 m3 
埋立対象物 不燃物 
最終処分場の構造 その他埋立構造 
埋立終了（予定） 令和 3（2021）年度予定 

 
施設名 生名不燃物処理地 
施設所管 上島町 
所在地 愛媛県越智郡上島町生名 3636 番地 
供用開始 平成 5（1993）年 8 月 
埋立面積及び埋立容量 2,000m2 、5,000 m3 
埋立対象物 破砕ごみ、処理残渣 
最終処分場の構造 その他埋立構造 
埋立終了 平成 25（2013）年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

施設名 先田名後最終処分場 
施設所管 上島町 
所在地 愛媛県越智郡上島町岩城 97 番地 
供用開始 平成 2（1990）年 1 月 
埋立面積及び埋立容量 3,500m2 、8,000 m3 
埋立対象物 不燃ごみ, 破砕ごみ・処理残渣 
最終処分場の構造 その他埋立構造 
埋立終了（予定） 令和 4（2022）年度予定 
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表 3－6 最終処分場（新設）の概要 
施設名 上島町佐島一般廃棄物最終処分場 
施設所管 上島町 
所在地 愛媛県越智郡上島町弓削佐島 1962 番地 
供用開始 令和 3（2021）年 4 月予定 
埋立面積及び埋立容量 2,700m2 、9,000 m3 
埋立対象物 不燃残渣、焼却残渣 
最終処分場の構造 準好気性埋立構造 
埋立終了予定 令和 17 年（2035）年度 

 
 

 
図 3－7 上島町所管の一般廃棄物処理施設位置図 

  

上島クリーンセンター

魚島クリーンセンター

佐島不燃物処理地
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愛媛県越智郡
上島町

上島町佐島一般廃棄物
最終処分場

岩城クリーンセンター

地理院タイル
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６．ごみ排出量の実績 

本町の年間ごみ排出量は、平成 29（2017）年度まで減少傾向でしたが、平成 30（2018）年
度以降で増加傾向に転じています。 

総排出量を町民 1 人あたりに換算した１人１日当たりのごみ排出量は、令和元（2019）年
度において 996.1 グラムです。同様に、家庭系ごみの１人１日当たりのごみ排出量は 903.2 グ
ラムであり、家庭系ごみの１人１日当たりのごみ排出量は、近年減少傾向にありますが、燃
やせるごみの排出量は近年横ばいの傾向が続いています。 

 

 
図 3－8 年間ごみ排出量の実績 

 

 
図 3－9 １人１日当たりのごみ排出量の推移  
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７．再資源化量の実績 

（１）資源ごみの分別回収等 
本町で分別収集された資源ごみは、表 3－7 に示すように中間処理施設で処理されるもの

と、直接資源回収業者に引き渡すものがあります。 
なお、焼却残渣は、令和元（2019）年度まで（一財）愛媛県廃棄物処理センターでスラ

グとして資源化しています。 
 

表 3－7 資源ごみの分別回収方法 
回収方法 品目 備考 

中間処理施設での
資源回収 

焼却残渣 焼却灰 スラグ 
（令和元年まで） 

金属類 スチール 選別・圧縮 
その他 乾電池等 業者引き渡し 

直接資源化 
紙類 

紙類 
業者引き渡し 紙製容器包装 

金属類 缶類 
 

（２）再資源化の状況 
本町の再資源化量ならびにリサイクル率の推移について、表 3－8 及び図 3－10 に示し

ます。近年の再資源化量は、概ね 350 トン～500 トン／年で推移しています。 
なお、令和元（2019）年度の資源化量は 395 トンで、リサイクル率は 15.9％です。 

 
表 3－8 再資源化量の内訳及びリサイクル率 

 
 

単位 H26 H27 H28 H29 H30 R1
t 2,947 2,776 2,810 2,361 2,594 2,477
t 0 0 0 0 0 0

焼却灰 t 62 58 60 58 75 75
金属類 t 59 75 62 65 50 50
その他 t 3 3 10 1 0 0

計 t 124 136 132 124 125 125
紙類 t 249 211 186 129 205 165

紙製容器包装 t 90 97 92 100 118 98
金属類 t 41 41 35 6 30 7

計 t 380 349 313 235 353 270
t 504 485 445 359 478 395

リサイクル率 % 17.1% 17.5% 15.8% 15.2% 18.4% 15.9%

集団回収量

処理施設
資源化量

直接
資源化量

総資源化量

項目/年度
ごみ総排出量
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図 3－10 再資源化量及びリサイクル率の推移 

 

８．最終処分量の実績 

本町における近年の最終処分量の実績を、表 3－9 及び図 3－11 に示します。本町では、不
燃ごみを岩城クリーンセンターで破砕したのち、本町の最終処分場において不燃残渣のみを
埋立処分しています。なお、焼却残渣は、平成元年度末まで（一財）愛媛県廃棄物処理センタ
ーに処理委託、令和２（2020）年度は民間業者へ処理委託し、令和３（2021）年度以降は上
島町最終処分場で埋立処分開始の予定です。 

近年の最終処分量は 393 トン～540 トン、最終処分率は 14.2％～19.4%で推移し、令和元
（2019）年度の最終処分量は 393 トン、最終処分率は 15.9％となっています。 

 
表 3－9 最終処分量の内訳及び最終処分率 
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図 3－11 最終処分量及び最終処分率の推移 

 

１．国及び愛媛県の動向 

（１）第四次循環型社会形成推進基本計画 
循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推進基本法第 15 条に基づき、循環型社

会の形成に関する施策の基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等を定め
たものです。 

平成 30（2018）年 6 月 19 日に閣議決定された、第四次循環型社会形成推進基本計画で
は、環境的側面、経済的側面及び社会的側面の統合的向上を掲げた上で、重要な方向性と
して以下に示す事項を掲げ、その実現に向けて概ね令和７年（2025）年までに国が講ずべ
き施策を示しています。 

① 地域循環共生圏形成による地域活性化 
② ライフサイクル全体での徹底的な資源循環 
③ 適正処理の更なる推進と環境再生など 
第四次循環型社会形成推進基本計画で示された各種指標と目標値を、以下の図 3－12 に

示します。 
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資料：環境省「第四次循環型社会形成推進基本計画の概要」 

※1 １人１日当たりのごみ排出量＝収集ごみ量＋直接搬入ごみ量＋集団回収量 
※2 家庭系ごみ排出量＝生活系ごみ量―生活系資源ごみ量―集団回収量 

生活系ごみ量：一般家庭から排出されるごみに集団回収を加えたごみ量 

 
図 3－12 第四次循環型社会形成推進基本計画に示される指標と目標 

（２）廃棄物処理法基本方針 
廃棄物処理法基本方針（廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ

計画的な推進を図るための基本的な方針）は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条
の２第１項に基づき、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画
的な推進を図るために定められたものです。 

平成 28（2016）年１月に変更された廃棄物処理基本方針で定められた方向・事項は次の
とおりです。 

① 廃棄物の減量その他その適正な処理の基本的な方向 
② 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する目標の設定に関する事項 
③ 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項 
④ 廃棄物の処理施設の整備に関する基本的な事項 
⑤ 非常災害時における③、④に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項 
⑥ その他廃棄物の減量その他その適正な処理に関し必要な事項 
また、本計画中では、令和 2（2020）年度における一般廃棄物の減量化の目標量を、以下

表 3－10 のように定めています。 
 

表 3－10 一般廃棄物の減量化の目標量 
指標 目標量（一般廃棄物） 

排出量 約 12％削減（平成 24 年度比） 
（約 9％削減（平成 27（2015）年度比）） 

リサイクル率 約 21％（平成 24 年度）から 
約 27％に増加させる 

最終処分量 約 14％削減（平成 24 年度比） 
（約 10％削減（平成 27（2015）年度比）） 

資料：廃棄物処理法基本方針、令和 2（2020）年度 
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（３）第四次えひめ循環型社会推進計画の概要 
第四次えひめ循環型社会推進計画（平成 29（2017）年 3 月）で示される、令和 2（2020）

年度における一般廃棄物（ごみ）の減量化目標を、以下の図 3－11 に示します。 
 

表 3－11 一般廃棄物の減量化目標（愛媛県、令和 2（2020）年度） 
 
１．ごみ総排出量を平成 27（2015）年度から約 11％削減する。 

（１人１日当たりのごみ排出量を平成 27（2015）年度から約 5％削減） 
２．再生利用率を約 27％に増加する。 
３．最終処分量を平成 27（2015）年度から約 12％削減する。 
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○ 愛媛県環境基本条例（平成 8 年 3 月 19 日 条例第 5 号） 
○ 愛媛県環境影響評価条例（平成 11 年 3 月 19 日 条例第 1 号） 
○ 愛媛県公害防止条例（昭和 44 年 10 月 11 日 条例第 23 号） 
○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和 52 年 6 月 21 日 規則第 44 号) 
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表 3－15 ごみ処理技術の動向 
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４．ごみ処理の評価 

本町におけるごみの排出・処理状況、ならびに愛媛県内市町の平均及び全国平均（いずれ
も平成 30（2018）年度実績）について、以下の表 3－16 に整理しました。 

表 3－16 ごみ排出・処理に関する比較表 

比較項目 単位 
上島町（実績） 

全国・愛媛県内市町（実績） 
全国平均 愛媛県平均 

平成 30 年度 令和元年度 平成 30 年度 平成 30 年度 
１人１日当たり
のごみ排出量 g/人･日 1,018.5 996.1 918 895 

再生利用率 ％ 18.4 15.9 19.9 15.6 

最終処分率 ％ 17.1 15.9 9.4 11.7 

注）評価項目は、本町で実績等が把握でき、国や県の指標等が公表されている項目を対象としています。 
１人１日当たりのごみ排出量＝（ごみ排出量＋自家処理量＋集団回収量）÷人口÷365 日 
リサイクル率＝総資源化量÷ごみ総排出量 
最終処分率＝最終処分量÷ごみ総排出量 
国のごみ総排出量、リサイクル率、最終処分率は、「日本の廃棄物処理 平成 30（2018）年度版（環境省）」より 
県のごみ総排出量、リサイクル率、最終処分率は、「一般廃棄物処理実態調査結果（平成 30（2018）年度版、環境省）」

より 

（１）１人１日当たりのごみ排出量 
表 3－16 より、本町の１人１日当たりのごみ排出量は、平成 30（2018）年度で 1,018.5 

g/人･日であり、全国平均（918 g/人･日）や県平均（895 g/人･日）に比べて多い状況です。 
表 3－17 より、排出区分別で見ると、家庭系ごみが 918 g/人･日と国の平均値（638.0g/

人・日）や県の平均値（661.3g/人・日）と比べても非常に多くなっています。一方、事業
系ごみは 100.5 g/人･日と国の平均値（280.0 g/人・日）や県の平均値（233.6 g/人・日）と
比べて非常に少ないのが特徴となっています。 

（２）リサイクル率 
表 3－16、17 より、本町のリサイクル率は平成 30（2018）年度で 18.4％であり、平成

30（2018）年度における全国平均（18.1％）と同程度、愛媛県平均（15.6％）を上回ってい
ます。 

なお、ビン（ガラス）類の資源化や集団回収は現在行なっていませんが、これらはリサイ
クル率向上を目指す際の有効な手段として、中長期での研究・検討を進めていきます。 

（３）最終処分率 
表 3－16、17 より、本町の最終処分率は平成 30（2018）年度で 17.1％と、全国平均（9.0％）

や県平均（11.7％）と比較して、大きくなっています。 
現在、埋立処分されるビン（ガラス）類の資源化が実施されれば、改善する可能性があり

ます。  
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表 3－17 全国平均及び県内市町のごみ排出状況等（平成 30（2018）年度実績） 

 
注）ごみ総排出量（g/人･日）：（ごみ排出量+自家処理量+集団回収量）÷365÷人口 

家庭系：集団回収量を含む 
リサイクル率：（総資源化量+集団回収量）÷ごみ総排出量×100 
最終処分率：最終処分量÷ごみ総排出量×100 
愛媛県及び全国平均の値は、「平成 30（2018）年度 一般廃棄物処理事業実態調査結果（環境省）」より 

  

総人口 ﾘｻｲｸﾙ率 最終処分率

（人） 生活系 事業系 （％） （％）

上島町 6,978 1,018.5 918.0 100.5 18.4 17.1

松山市 513,361 772.1 616.8 155.3 19.5 7.2

今治市 160,640 989.3 643.4 345.9 10.1 11.4

宇和島市 76,079 917.0 658.5 258.5 15.9 5.1

八幡浜市 33,925 1,103.9 764.6 339.3 19.0 13.5

新居浜市 120,005 1,066.1 752.8 313.3 14.6 11.9

西条市 109,805 1,093.2 784.4 308.8 9.6 25.8

大洲市 43,540 900.7 548.9 351.8 6.9 14.7

伊予市 37,315 843.2 603.5 239.6 14.6 15.4

四国中央市 87,723 1,087.4 777.6 309.8 12.3 12.7

西予市 38,206 740.2 618.2 122.0 23.6 7.7

東温市 33,654 571.8 561.6 10.3 14.9 18.7

久万高原町 8,382 844.6 641.6 203.0 22.8 20.0

松前町 30,823 1,000.5 675.5 325.0 23.2 12.5

砥部町 21,266 781.1 651.1 130.0 21.5 10.0

内子町 16,779 733.8 588.0 145.8 17.2 12.1

伊方町 9,461 792.3 704.0 88.3 16.2 16.3

松野町 4,026 726.8 680.5 46.3 14.0 18.6

鬼北町 10,429 778.7 575.3 203.3 13.2 6.8

愛南町 21,598 1,020.1 642.8 377.4 18.1 15.2

愛媛県内平均 1,383,995 894.9 661.3 233.6 15.6 11.7

全国平均 918.0 638.0 280.0 18.1 9.0

ごみ総排出量（g／人・日）
区分
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５．ごみ処理の課題 

（１）排出抑制に関する課題 
ごみの排出抑制を進めていくためには、排出者個々の意識が変わっていくことが必要で

あり、ごみの排出量に応じた適切な処理コストの負担を求めることは、排出者の意識改革
を図る上で有効な方策です。現在、本町では一部のごみに対して指定袋制やシール制を導
入していることから、今後の排出量の推移を見守りながら、必要に応じ対象品目の拡大や
料金改定を検討します。 

（２）分別収集に関する課題 
本町では、燃やせるごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみの 4 種分別を行っており、資

源ごみについては品目別に再分類し収集を行っています。ただし、容器包装リサイクル法
の対象となる「ビン類」「ペットボトル」及び、「その他プラスチック製容器包装」（発泡
スチロール製品を除く）は分別していません。 

本町は離島という特殊性から、本土と比較して低コストかつ効率的なリサイクルルート
の確保が難しい状況です。従って、これらの資源化可能物の分別収集や資源化の取り組み
についてはリサイクルルートの確保や整備について、中・長期的な課題として調査研究を
続けていく必要があります。 

なお、再資源化可能物の再資源化を具体化する際には、町民の分別に係る負担低減策や、
効率的な収集運搬体制の導入について併行して検討を進める必要があります。 

（３）再資源化に関する課題 
令和元（2019）年度までは、焼却残渣について再資源化量として計上されています。し

かしながら、令和 3（2021）年度以降は「上島町佐島一般廃棄物最終処分場」へ埋立処分す
ることから、再資源化量が減少することが見込まれます。 

 
図 3－13 再資源化量の推移 
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また、現在分別されていない「ビン類」「ペットボトル」及び、「その他プラスチック製
容器包装」（発泡スチロール製品を除く）の再資源化の方策、集団回収制度の導入について
も、低コストかつ効率的なリサイクルルートの確保と併せて、中・長期的な課題として調
査研究を続けていく必要があります。 

（４）中間処理に関する課題 
本町のごみ中間処理施設は、平成 20（2008）年度に「上島クリーンセンター」を整備し

ており、「岩城クリーンセンター」と役割分担を行いながら、ごみの適正な処理を進めてい
ます。 

上島クリーンセンターについては、供用開始後 12 年が経過しており、今後の長期的な安
定稼働に向けて、大規模な改修・基幹改良が必要な時期を迎えているところであり、施設
の基幹的設備を更新する長寿命化が必要となっています。 

また、再資源化可能物の再資源化を具体化する際には、保管や中間処理を行うための施
設整備について併行して検討を進める必要があります。 

（５）最終処分に関する課題 
本町には、令和 2（2020）年 3 月まで 2 か所の最終処分場がありましたが、「上島クリ

ーンセンター」より排出される焼却残渣を、これらの最終処分場で処分できませんでした。
令和 3（2020）年 4 月より「上島町佐島一般廃棄物最終処分場」が供用開始されることに
より、これまで町外へ処理委託していた焼却残渣を、本町内での適正な処分できる体制が
整います。 

今後も、上島町最終処分場での適正な処理・処分、ならびに当該施設・設備の適切な維持
管理に努めていく必要があります。 

 
図 3－14 最終処分量の推移 
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（６）適正処理困難物の取り扱い 
本町においては、適正な処理を行うことが困難な品目（町が収集・処理を行わないごみ）

を定めています。しかしながら、排出者側での処理も難しいことから不法投棄等の問題に
も関係してくるものです。 

これらの廃棄物については、専門業者や販売店に引き取って貰うことや、中古品として
リユースすることについて、継続的に広報・啓発活動を続ける必要があります。 
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１．基本理念 

わが国では、大量生産・大量消費・大量廃棄という社会経済活動や町民のライフスタイル
を見直し、資源を効率的に利用してごみの排出抑制に努め、排出されたごみは可能な限り資
源化を図り、どうしても利用できないごみは適正に処理・処分を行うことで、「持続的に環境
への負荷を低減する循環型社会」の構築が求められています。 

循環型社会を実現するためには、廃棄物になるものは受け取らない（Refuse：リフューズ）、
廃棄物の発生を抑制する（Reduce：リデュース）、廃棄物を再使用する（Reuse：リユース）、
廃棄物を再生利用する（Recycle：リサイクル）というサイクルを中心とし、最後にどうして
も循環利用できない廃棄物を適正に処理・処分することが必要です。 

本計画においては、循環型社会の構築に向けて町民・事業者・行政が相互に役割を分担し、
一体となって取り組んでいくものとし、次のとおり基本理念を掲げることとします。 

 
基本理念 
環境にやさしい資源循環型社会の構築 

 

２．基本方針 

ごみ処理の現状及び課題、並びに基本理念を踏まえ、今後の本町におけるごみ処理を進め
るための基本方針は以下のとおりです。 
（１）環境保全対策の推進 

◆地球環境への負荷低減を目的としたライフスタイルの実現 
◆個の意識向上を目的とした環境教育の積極的な推進 
◆問題意識の共有を目的とした積極的な情報公開 

（２）排出抑制・リサイクルの推進 
◆町民・事業者・行政の一体的な排出抑制対策 
◆分別区分の見直しによるリサイクル率の向上推進に向けた研究 
◆４Ｒ運動の推進 

・「不要なものは受け取らない（Refuse：リフューズ）」 
・「廃棄物の発生を抑制する（Reduce：リデュース）」 
・「ものの再使用に努める（Reuse：リユース）」 
・「再生利用に努める（Recycle：リサイクル）」 

◆分別収集に対する一層の啓発 
（３）適正処理の推進 

◆既存施設の適正な運転・管理についての研究 
◆上島クリーンセンター基幹改修事業に向けた調査・計画の推進 
◆ごみ収集の適正化についての研究 
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３．目標値の設定及び将来予測 

前節の基本理念や基本方針に基づき、本町におけるごみの排出削減目標及びリサイクルの
目標を、国や県の目標値も踏まえて以下のとおり設定します。 

（１）ごみの排出削減目標 
本町のごみ 1 人 1 日平均排出量の推移及び将来見込みを、図 3―15 に示します。ごみ総

排出量は減少傾向にありますが、国や県の平均値に比べて多いことから、一層の排出削減
を目指します。 

排出削減目標の設定に当たっては、国や県の目標（令和 2（2020）年度）を見据えなが
ら、本町における実現可能な値として、計画目標年度におけるごみ総排出量の削減目標を
以下のとおり設定します。 

 
※基準年度：令和元（2019）年度 
 
 
 

 
 

 
 

図 3－15 ごみ 1 人 1 日当たりのごみ排出量の将来見込み（現状推移・排出抑制）  
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62ｇ/人・日の減量

令和 11（2029）年度の１人１日当たりのごみ排出量について、 
基準年度比で－4％以上の排出削減を目指す。 

 

排出削減目標 
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（２）資源化の目標 
本町のリサイクル率の将来見込みを図 3－16 に示します。令和元（2019）年度実績は

15.9％と全国平均値（18.1％）を下回り、愛媛県内市町の平均値（15.6％）と同程度です。 
離島という地域特性を考慮すると、早期に新しい資源化システムの構築が困難な状況に

あります。資源化されていないごみの資源化に向けての調査研究は、今後も進めていくも
のとしつつ、資源化の目標設定に当たっては、国や県の目標（令和 2（2020）年度）を目指
しつつ、令和元（2019）年度のリサイクル率（15.9％）への回復を目指すよう努めるものと
します。 

 
※基準年度：令和元（2019）年度 
 
 
 
 
 

 
図 3－16 リサイクル率の将来見込み（現状推移・排出抑制）  
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令和 11（2029）年度で、リサイクル率 15.5％ 
（現状推移の推計値より＋1.2%向上）を目指す。 

資源化目標 
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（３）ごみ総排出量の将来見込み及び排出抑制の目標 
現状のまま推移した場合、ならびに下記に示す排出抑制策を講じた場合での、ごみ総排

出量の予測結果を、以下の図 3－17 に示します。 
更なる排出抑制を行うものとして、以下の目標を設定します。 
 
※基準年度：令和元（2019）年度 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3－17 ごみの総排出量の見込み（現状推移・排出抑制） 
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◆家庭系ごみ： 現状推移の予測値に対し令和 11（2029）年度で 
－8％減量を目指す。 

◆事業系ごみ： 現状推移の予測値に対し令和 11（2029）年度で 
－8％減量を目指す。 

排出抑制目標 
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 調理くずは、生ごみ処理機器
やコンポストなどを利用して堆
肥化し、家庭菜園などに利用
しましょう。

 生ごみは、三角コーナー等を
用い、しっかり水切りを行いま
しょう。

 食事の量を良く考え、作り過ぎ
ないようにしましょう。

 作った料理は食べ残さない様
にしたり、翌日のお弁当に利用
しましょう。

 食べ残されたり、手付
かずのままごみ出し
されている食品は
５％程度あります。

目標：18グラム削減

 生ごみは可燃ごみの４
～５割を占めています。

 水分が多いと焼却処理
する際のエネルギーが
多く必要となります。

目標：14グラム削減

⇒すべての家庭で取り組みましょう。

⇒水切りに取り組みましょう。ひと絞りで10％程度の水切り

排出量　18グラム

排出量　200グラム　

　※うち70％(140グラム）程度が水分です。

”もったいない ”

　可燃ごみのごみ出しまえにひと工夫！

 決められた分別に協力しまし
ょう。

 分別しないと再資源化できなく
なります。

 分別すれば資源化で
きる新聞等の古紙類
が可燃ごみに出され
ています。

排出量　120グラム

目標：30グラム削減
⇒ごみ分別は全町で取り組みましょう。

　  地域の資源回収に出しましょう。

生ごみ

200グラム

42%

プラスチックごみ

70グラム

15%

古紙類

130グラム

28%

その他

70グラム

15%

食べ残し

10グラム

2%

その他

190グラム

40%

 みは、生ごみ、プラ

クごみ、古紙類、そ

ものが排出されてい

 には、分別すれば資

きる古紙類、堆肥化

削減できる生ごみ

排出されています。

 具体的な割合は、類似自治体による

調査結果を参考としています。
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１．排出抑制の推進 

ごみの排出を抑制し、排出されたごみを可能な限り再使用・再資源化し、環境に負荷がか
からないよう適正に処理・処分することがごみ処理の基本であり、ごみの排出抑制・再資源
化が本計画の中で最重点課題と位置づけられます。ごみの排出抑制・再資源化の促進にあた
っては、大量生産・大量消費に代表される社会経済システムの見直しのみならず、ライフス
タイルの見直しなど再資源化を基本とした環境への負荷の少ないシステムをめざす必要があ
ります。 

そのためには、行政、町民及び事業者それぞれの役割分担を明確にし、三者が一体となっ
てごみの発生を抑制していかなければなりません。従って、次のように各主体が適切に役割
分担を果たしながら、効果的な施策の推進に努めます。 

（１）行政の役割（排出抑制策） 
本町では、ごみの排出抑制を促進するため、町民、事業者及び行政の責任と役割分担を

明確にし、以下の施策を講じます。 

① 教育、啓発活動の充実 
町民、事業者に対してごみの減量化・再生利用、さらにはごみの適切な出し方に関

する啓発を徹底するとともに、啓発が効果的なものとなるよう町民団体とも協力しつ
つ新たな啓発手法の開発に努めます。また、ごみの減量化に関する社会意識を育てる
ため、学校や地域社会の場において副読本を用いた教育やごみ処理施設の見学などの
教育啓発活動に積極的に取り組みます。 

② ごみ減量化のための支援策 
本町では、過去に実施していた生ごみ対策としてのコンポスト容器の購入に対する

助成制度がありましたが、これまでの効果を検証しながら助成制度のあり方について
検討を行います。また、現在は実施されていない町民団体が行う資源ごみの集団回収
活動に対するリサイクルルートの調査・研究や助成制度等の設立に向けた研究を行う
など、新しい支援策についても引き続き検討を進めます。 

③ 事業系ごみの排出抑制指導 
事業系一般ごみを排出する事業所等に対して、古紙類の分別や生ごみの堆肥化等に

よる排出抑制対策を講じるよう指導するとともに、多量排出事業者については減量化
計画の策定を指導していくものとします。 

④ ごみ減量化・リサイクルに対する協力の要請 
小売店頭に対し、環境にやさしい商品の販売や、ごみの減量化・リサイクル活動に

積極的及び自主的に取り組むことについて、以下に示すような協力を要請します。 
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○買い物袋（マイバック）持参運動を推進し、レジ袋の削減に努める。 
○環境にやさしい商品を販売すると共に、消費者がこれらの商品を購入しやすいよ

うに工夫する。 
○包装紙、袋等の簡素化など簡易包装を実践する。 
○空き缶、空きびん、牛乳パック、食品トレイ等の容器を店頭回収する。 
○トレイ等使い捨て製品の使用削減（ばら売りの実施）に努める。 
○再利用可能な容器を使用する商品の販売に積極的に取り組む。 
○広告、チラシ、事務用品等の使用抑制や再生紙の使用に積極的に取り組む。 
○生ごみ処理機を導入して、店舗から出る生ごみの独自処理に取り組む。 
○その他、小売店独自の創意工夫によるごみ減量化とリサイクル活動に取り組む。 

⑤ 各種イベントの開催 
フリーマーケットやリサイクルフェアなど各種イベントを開催し、ごみの減量化や

リサイクルに対する意識の高揚を図ります。 

⑥ 公共施設、公共事業における再生品の使用促進等 
事務用紙、コピー用紙、トイレットペーパー等の庁用品に再生品を使用するととも

に、公共事業等において廃材や廃材の再生品等の使用に努めます。 

⑦ 減量化体制の整備 
町民や事業者の代表にて構成する組織による活動を推進することにより、ごみの減

量化、資源化の促進の具体的方策について検討するとともに、地域におけるごみの分
別指導やごみの減量化を推進するための町民団体活動を支援します。 

（３）事業者の役割 
事業者は、事業活動に伴って発生するごみを、自らの責任において適正に処理するとと

もに、製造・流通・販売の各段階におけるごみの排出抑制を行うものとします。 

① ごみ排出事業者における排出抑制 
○事業活動にともなって発生するごみは、事業所内での排出抑制及び再生利用に努

めるものとする。また、必要に応じて複数事業者の協力による回収体制を整備す
る。 

○多量のごみを排出する事業所は、ごみ減量化計画を作成し、実行していく。また、
事業者及び従業員のごみ減量化に関する意識の高揚を図っていく。 

○事業所で使用する事務用品や日用品等に再生品を使用するよう努めるとともに、
事業活動に使用する原材料についても再生品の使用に努める。 

○食品リサイクル法に基づき、生ごみの堆肥化・減量化を推進する。 

② 製造事業者における排出抑制 
○ 使い捨て容器の製造を自粛し、環境やリサイクルを考えた製品の開発に努める。 



45 

③ 流通業者・販売業者における排出抑制 
○過剰包装を行わず、適正包装の促進及び適正包装の方法の開発を行っていく。 
○使い捨て容器の販売を自粛し、環境やリサイクルを考えた製品の販売に努める。 
○家電製品等については、極力引き取るよう努める。 
○消費者による買い物袋持参運動等に積極的に協力する。 
○消費者へ再生品の利用を促進していく。 

④ その他 
○本町が実施するごみ減量施策に協力し、事業系ごみの減量化を推進する。 
○事業者同士の情報交換や調査研究を進めます。 

 

２．再生利用の推進 

（１）資源ごみの再資源化促進 
本町では現在、資源ごみとして缶類（スチール缶・アルミ缶）、小物金属類、古紙類、そ

の他紙製容器包装の分別収集を行っています。今後は、上記以外の再資源化可能物の分別
及び再資源化について、引き続き調査研究を進めます。 

 
表 3－18 資源ごみの分別収集計画 

区分 資源化計画 将来 

金属類 
缶類 分別収集後に岩城クリーン

センターで選別・圧縮 現行通り 
小物金属類 

紙類 
古紙類 

分別収集後に業者引き渡し 現行通り 
その他紙製容器包装 

 

（２）中間処理での再資源化 
燃やせるごみは、現状どおり焼却処理を行うため資源回収はありません。不燃性粗大ご

みについては、最終処分の前処理として破砕選別処理を行い、金属類の回収を行うことに
ついての調査研究を進めます。 

なお、将来的には現在資源化されていないごみ（再資源化可能物）の分別及び再資源化
処理を行う場合について、引き続き調査研究を進めます。 
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（３）再資源化の量 
再資源化量の将来見込みについて、以下の図３－18 に示します。令和２（2020）年度よ

り処理後再生利用量が下がるのは、処理委託先の変更（令和 2（2020）年度）及び上島町佐
島一般廃棄物最終処分場の竣工に伴い、焼却残渣の町内処分が開始（令和 3（2021）年度以
降）され、再資源化量が減少するためです。 

リサイクル率は、令和 2（2020）年度の 13.7％に対して令和 8（2026）年度には 14.9％、
令和 11（2029）年度には 15.5％への向上を目指すものとします。 
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１．処理主体 

本町から排出されるごみについて、主体別、排出から処理・処分に至る工程ごとの処理主
体は、表 3－19 のとおりとします。 

 
表 3－19 処理方法と処理主体 

区分 排出 収集運搬 中間処理・最終処分 

家庭系ごみ 町民 上島町（委託） 
町民（直接搬入） 上島町 

事業系ごみ 事業者 事業者（直接搬入） 上島町 
 

２．収集運搬計画 

ごみの収集運搬は、家庭から排出されるごみについて本町（委託を含む）が、事業所から排
出されるごみについては事業者が行うものとします。 

（１）計画収集区域 
家庭から排出されるごみは、本町全域を収集対象区域とします。 

（２）分別収集区分 
計画目標年度における分別収集区分を、表 3－20 に示します。 

 
表 3－20 計画目標年度における分別収集区分 

分別区分 内容例 備考 

燃やせるごみ 
台所ごみ、衣類、プラスチック類、食用油、皮製品、庭木
等の剪定柄、発泡スチロール、木くず、ダンボール、その
他 

 

不燃ごみ 
（ビン類・ガラス類・陶器類） 

飲料類、食品類、化粧品類の空き瓶、せともの、茶碗、花
瓶、割れたビン、板ガラス、ガラス食器、鏡、電球、蛍光
管等 

 

資源ごみ 

缶類 ジュース缶、ビール缶、スプレー缶、菓子缶、調味料缶等 

素材別に排出側
で分別 

小物金属類 鍋、やかん、包丁、金ざる、ハサミ、釘、針金、一斗缶、
栓抜き等 

有害ごみ 乾電池、ライター、温度計、水銀体温計、カッターの刃、
カミソリ、針 

古紙類 新聞紙、ダンボール類、雑誌類、広告類、空き箱、厚紙 

粗大ごみ 可燃系粗大ごみ（タンス、木製家具、フトン等） 
不燃系粗大ごみ（電化製品、自転車、ガスコンロ等） 

 

家電リサイクル対象製品 冷蔵庫、冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機 業務用を除く 

町で収集・処理できないもの 

産業廃棄物（建築廃材等）、漁網、農業用廃ビニール、バ
イク、農薬、劇毒物、消火器、ガスボンベ、バッテリー、
ピアノ、タイヤ、廃油（ガソリン・灯油等）、FRP 製
品、船外機、パソコン、その他危険物 
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（３）収集運搬量の方法 
収集運搬の方法は、表 3－21 に示すとおりです。必要に応じ、収集回数等の見直しを行い

ます。 
表 3－21 収集・運搬の方法 

分別区分 排出形態 収集回数 収集方法 

家
庭
系 

燃やせるごみ 

ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

指定袋シール 2 回/週 委託 

不燃ごみ 一斗缶、バケツ等 1 回/月 委託 

資
源
ご
み 

缶類 
小物金属類 一斗缶、バケツ等 2 回/月 

1 回/2 か月 委託 

有害ごみ 透明袋 1 回/2 か月 委託 

紙類 ヒモで十字結束 1 回/月 委託 

粗大ごみ ごみシール 1 回/2 か月 委託 

事
業
系 

可燃ごみ － － － 直接搬入 

資源ごみ － － － 直接搬入 

 

（４）収集運搬量の将来見込み 
収集運搬量の将来見込みを、図３－19 に示します。将来の収集運搬量は、ごみ発生排出

削減を進め、計画目標年度（令和 11（2029）年度）で合計 1,910 トンを見込みます。 

 
図 3－19 収集運搬量の将来見込み  
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３．中間処理計画 

（１）中間処理の方法 
計画目標年度（令和 11（2029）年度）における中間処理の方法を、表 3－22 及び図 3－20、

21 に示します。中間処理の方法は、現行の処理方法を継続させるものとし、ごみ量・ごみ質
の変化に対応しながら、現状どおりの高度な公害防止対策を図ります。 

なお、将来的には、現在資源化されていないごみ（資源化可能物）の分別及び資源化処理を
行う場合についての調査研究を進めていきます。 

 
表 3－22 中間処理の方法 

ごみの種類 中間処理方法 

燃やせるごみ 上島クリーンセンターにて焼却処理し、処理残渣は埋立処分を行う 

粗大ごみ 上島クリーンセンターにて破砕・選別処理により金属類は資源とし
て回収し、可燃残渣は焼却処理とする 

不燃ごみ 岩城クリーンセンターにて破砕処理を行い、処理残渣を埋立処分と
する 

資源ごみ 収集後、直接資源化を行う 

 
 

 
 

図 3－20 中間処理フロー（弓削地区・岩城地区・生名地区、令和 11（2029）年度）  
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図 3－21 中間処理フロー（魚島地区、令和 11（2029）年度） 
 

（２）中間処理の量 
計画目標年度（令和 11（2029）年度）における中間処理の量を表 3－23 に示します。 

 
表 3－23 中間処理の方法 

区分／年度 単位 
実績 将来見込み 
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焼却処理 ｔ／年 2,173 1,734 1,579 
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（３）施設整備計画 
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４．最終処分計画 

（１）最終処分の方法 
最終処分の方法は、現行の処分方法を継続させるものとし、埋立量の減量化に努めると

ともに、埋立物の町内処分を推し進め、公害防止対策を図っていきます。 
なお、埋立対象物は、焼却残渣、不燃ごみ及び粗大ごみの破砕処理残渣とします。 

（２）最終処分の量 
最終処分量の将来見込みを、図 3－22 に示します。令和３（2021）年度より、上島町佐

島一般廃棄物最終処分場で焼却残渣等の埋立処分を開始します。本計画では、計画目標年
度（令和 11（2029）年）での、最終処分量を令和元（2019）年度の排出実績量の８割以下
を目指す計画とします。 

 

 
図 3－22 最終処分量の将来見込み 

 
 

５．災害廃棄物処理計画 

本町では、令和 2 年度に「災害廃棄物処理計画」を策定する予定としており、その計画に
従って処理等を行っていくものとします。必要に応じて、愛媛県、(社)全国都市清掃会議及び
関係業界団体を通じて近隣市町、関係業者へも応援を依頼するなど、関係機関との連携を図
っていくものとします。 
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６．その他の計画 

（１）適正処理困難物等の対処方針 

① 適正処理困難物 
旧厚生省が昭和 63 年に発表した「事業者による製品物の廃棄物処理困難性自己評価

に関する技術マニュアル・解説」では、適正処理が困難な廃棄物という概念を以下の
とおり整理しています。 

○ 除去、無害化の困難な有害物質、環境汚染物質またはその原因物質を含有して
いるなどの主として化学的、生物学的な性状。 

○ 総重量が極めて重い、容積、体積が極めて大きい、圧縮、破砕が極めて困難であ
ることなどの主として物理的な性状。 

○ 爆発性を有する等の処理施設を損傷する、または作業従事者の安全衛生をそこ
なうおそれを有するもの。 

また、廃棄物処理法第 6 条の 3 では、適正処理困難物について、「厚生大臣は、市
町村の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が全国各地
で困難となっていると認められるものを指定することができる」とし、市町村長は事
業者に対して、「処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めるこ
とができる」としており、厚生省告示第 51 号（平成 6 年 3 月 14 日）により、適正処
理困難物として以下の４品目が指定されています。 

○ 廃ゴムタイヤ（自動車用） 
○ 廃テレビ（25 型以上） 
○ 廃電気冷蔵庫（250ℓ 以上） 
○ 廃スプリングマット 
このうち、テレビと冷蔵庫については、家電リサイクル法の施行に伴い、平成 13 年

度からは洗濯機やエアコンとともに業者回収が義務づけられることとなっています。 

② 特別管理一般廃棄物 
廃棄物処理法では、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境に係る被

害を生じる恐れのある性状を有するものを特別管理一般廃棄物として区分し、以下の
ものが指定されており、処分方法についても厚生省告示第 194 号（平成 4 年 7 月 3 日）
で定められています。 

○ ＰＣＢ使用部品（廃エアコン、廃テレビ、廃電子レンジに含まれるＰＣＢを使
用する部品） 

○ ごみ処理施設において生じるばいじん（集じん施設によってあつめられたもの） 
○ 感染性一般廃棄物 
本町では、上記特別管理一般廃棄物については、専門の業者による処理を指導して

おり、今後もその保管、運搬、処分等については適正な指導を行っていくものとする。 
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（２）不適正排出、不法投棄対策 
ごみの不適正排出や不法投棄に対しては、以下に示すような対策の導入を検討します。 

① 不適正排出対策 
指定ごみ袋以外での排出、分別されていないごみへの混入等による不適正排出を防

止するためには、以下に示すような対策の導入に関する検討を行います。また、野焼
き等の不適正処理に対しては、徹底した指導及び監視を行います。 

1） 指定ごみ袋への対策 
◇ ごみ袋の中身が見えるようにすることで、他区分のごみの混入の確認で

きるものを検討する。 
◇ ごみ袋を記名式にして、排出者を特定しやすくし、ごみの排出に関する

意識向上を図る。 

2） 収集方法に関する対策 
◇ ごみの収集場所に指導員を配置し、ごみの排出に関する指導を行う。 

3） 広報 
◇ ＣＡＴＶや広報等を活用して、ごみの分別区分等に関する情報の周知を

行う。 
＜周知を行う内容の例＞ 
ごみの排出方法 
ごみの種類別の分別区分 
ごみの収集を行う日を示したカレンダー 

② 不法投棄対策 
不法投棄に対しては、以下に示すような対策の導入を検討していくものとします。 

1） 不法投棄が頻発する場所の管理 
不法投棄されやすい場所を適切に管理するとともに、看板や人感ライト・スピ

ーカー（人間の体温を感知した場合に照明が点灯するとともに、スピーカーから
メッセージが流れるもの）の設置、車両侵入防止柵の設置、プランターや花壇の
設置等を検討します。 

2） 地域活動 
不法投棄対策への地域の町民参加を促し、不法投棄への関心を高めることで不

法投棄をしにくく、またされにくくするしくみづくりを検討します。一例として、
町民参加型の不法投棄されたごみの撤去イベントや、町民と警察のコミュニケー
ションを促し、情報提供等で町民が協力して犯罪を抑止する取り組みなどがあり
ます。 
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3） 投棄者への指導等 
不法投棄者の特定又は推定を重点的に行い、投棄者に対する指導や投棄者の廃

棄物処理法に基づく告発を強化して行います。 
なお、廃棄物処理法では廃棄物を捨てた者（いわゆる不法投棄をした者）は 5 

年以下の懲役若しくは 1,000 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定
されています。（法人の場合は最高で１億円の罰金） 

4） 監 視 
不法投棄が頻発する場所での張り込みや監視カメラの設置、パトロール、町民

からの不法投棄に関する情報提供の依頼等により監視を行う。  
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第 4 章 計画の進行管理 

ック・評価し、もって必要な追加施策等を講じていくことが必要です。 
そのため、Plan（計画）、Do（施策の実行）、Check（評価）、Act（改善・処置）のＰＤ

ＣＡサイクルより、継続的に管理していくものとします。 
 

 

図 4－1 計画の進行管理手法 
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